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天

宙

清
平
祈
疇
苑
の

「

恨
言

説
」

　
　
　

九
〇

年
代
以
降
の

統
一

教
の

恨

古

　
田

富

建

　
本

発
表
は

九
〇

年
代
後
半
に

統
一

教
の

「

天
宙

清
平

祈

禧
苑
（
以

下

「

清
平
祈
疇
院
」）
」

で

語
ら
れ
た

「

恨
」

言
説
か

ら
「

恨
」

に
ま
つ

わ

る

統
一

教
の

教

義
変
化
を

考
察
す
る

。

ま
た

韓
国
キ

リ
ス

ト
教
の

析
疇
院
文

化
の

事
例

報
告
と
し
て

「

清
平
祈

禳
院
」

を
紹
介
す
る

。

　
「

清
平
祈
疇
院
」

と
は

六
〇

年
代
か

ら
教
団
内
で

「

聖
地
」

と

さ
れ
て

き
た

場
所
だ
が

、

九
五

年
よ

り
「

恨
霊
の

分
立
」

と
い

う
悪
霊
払
い

の

儀

礼
を

行
い

な

が

ら
、

病
気
治
し
や

先
祖
解
怨
を

す
る

施
設
と

し

て

教
団
内

で

の

そ
の

地

位
を

高
め

て

い

く
。

「

恨
霊
の

分
立
」

は

「

訓

母
様
」

と
い

う
霊
能

者
に

よ

っ

て

担
わ
れ

、

恨
霊
は

教
祖
の

義
理
の

母
の

霊
（

「

大
母

様
」

）

と

教

祖
の

二

男
の

霊
（
「

興
進

様
」）

と
天

使
に
よ
っ

て

信

者
の

体

内
か

ら

追
い

出
さ

れ
、

善
霊
に

な
る

た

め

の

教

育
を

受
け
る

と

い

う
。

「

清
平
祈

濤
院
」

は

悔
い

改
め
の

場、

修
養
施
設
と
し
て

の

側
面

も
兼
ね

て

お
り

、

沐
浴

施
設

、

養
老
施
設
や

病
院
が
あ
る
だ

け
で

な
く、

コ

ン

サ

ー

ト

会
場
や

学
校
な
ど

も
併
せ

持
つ

施

設
で

あ
る

。

　

統
一

教
の

教

義
上
、

「

恨
」

と

い

う
概
念
は

重
要
な
も
の

で

あ
る

。

「

原

理
講
論
」

の

中
で

語
ら
れ
る

「

恨
」

と
は

「

情
恨
」

の

世

界
観
で

あ
る

。

「

情
恨
」

と

は

「

怨
む

対
象
」

が

明

確
で

は
な

く

静
か

に

耐
え

し
の

ぶ

「

悲
哀
」

の

イ
メ

ー

ジ
で

あ
る。

親
子
関

係
で

あ
る

は

ず
の

人
類
と

断
絶

し
て

し
ま
っ

た

「

恨
の

神
」

、

本
来
結
婚
を
す
べ

き
で

あ
っ

た
メ

シ

ア

が
、

志

半
ば
で

人
類
に

殺
さ
れ
る

「

イ
エ

ス

観
」 、

再
臨
主
を

迎
え
る

た
め

に

虐

げ
ら
れ
る

選

民
と
し
て

の

韓

民
族
な
ど

が
描
か
れ
、

メ

シ

ア

は
「

恨
の

神
」

の

解
放
の

た
め

に

宗
教

活
動
だ

け
で

な

く
政

治
活
動

、

経
済
活
動
な

ど
あ
ら
ゆ

る

活
動
を

行
っ

て

き
た

。

　
「

清

平
析
禳
院
」

に

お

け
る

「

恨
」

と

は

そ
れ

と

は

大
き
な
変
化
を

見

せ

る
。

「

清
平
祈
疇
院
」

で

の

「

恨
霊
の

分
立
」

が

始
ま
っ

た

の

は

信
者

が

病
気
や
貧
困、

家
庭
不
和
に

よ

り
幸
せ

に

な
っ

て

お

ら
ず、

そ
の

原
因

は

体
中
に

「

恨
霊
」

が
取
り
憑
い

て

い

る

か

ら
だ
と

し
て
い

る
。

「

恨
霊
」

と
は

先
祖
の

犯
し
た

罪
に

よ

っ

て

被
害
を
受
け
た

霊
が
子
孫
に

祟
っ

て

お

り、

日
本
人
信
者
に

は
従
軍
慰
安
婦
や

強
制
連
行
を
さ
れ
て

殺
さ
れ

て

い

っ

た

韓
国
人
の

霊
が
取

り
憑
い

て

お

り
、

韓
国
人
信
者
に

は

先
祖
に

よ
っ

て

被
害
を
被
っ

た
者
の

霊
や

シ
バ

ジ
に

さ
れ
た
霊
が
取

り
憑
い

て

い

る

と

い

う
。

そ
れ
ら
の

霊
が

病
気
や

不
妊

、

ア

ト
ピ

ー

な
ど
を

引
き
起
こ

さ
せ

る

と
い

う
。

　

既
存
の

統
一

教
の

「

恨
」

と

「

清
平
祈
疇
院
」

に

お

け
る

「

恨
」

言
説

の

大
き

な
違
い

は

「

怨
む

対
象
」

を

明
確
に

持
っ

た
「

怨
恨
」

の

世
界
で

あ
る

こ

と
だ

。

そ
し
て

次
の

二

つ

の

特
徴
が
あ
る

。

一

つ

目
は
伝
統
社
会

に
お

け
る

怨
霊
信
仰
と
の

類
似
性
で

あ
る
。

清
平
祈
疇
院
の

怨
霊
は
従
軍

慰
安

婦
や

強
制
連
行
な
ど

主
に

「

未
婚
の

男
女
」

「

客
死
」

と
い

っ

た

伝

統
社
会
に
お
い

て

「

ま
っ

と

う
な
死
」

を
迎
え
ら
れ

な

か
っ

た

存
在
で

あ

る
。

し
か
し
祟
ら
れ
る

本
人
が

知
ら

な
い

先
祖
か
ら
被
害
を

受
け
た
「

既

知
の

関
係
の

霊
」

が
祟
る

と
い

う
非
連
続

性
も

見
ら
れ
る
。

　

二

つ

目
は

統
一

教
で

は

罪
概
念
の

変
容
（

「

遺

伝
罪
・

連

帯
罪
」

の

強

調
）

と
「

血
」

の

ク
ロ

ー

ズ

ア

ッ

プ
に

あ
る

。

『

原
理

講
論
』

に

は
「

原

罪
」

以
外
に

「

遺
伝
罪
」

「

連
帯
罪
」

「

自
犯
罪
」

と
い

う
四

つ

の

罪
が

登
場
す

る

が

こ

れ

は

原

罪
を
ア

ダ
ム
・

エ

バ

か

ら

始
ま
っ

た

「

血
族
」

と
い

う
一

つ

の

「

類
的
枠
組
み
」

の

中
で
、

そ
れ

を
ど

こ

か

ら

見
て
呼
ん
で

い

る

か
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と
い

う
違
い

で

あ

り
一

つ

の

罪
を
指
す
も
の

で

あ
っ

た
。

さ
ら

に
罪
の

概

念
自
体
は
人
間
と

神
・

サ
タ
ン

の

関
係
の

中
で

語
ら
れ
て
い

た

も
の

だ
っ

た
が
、

生
者
と

死
者
（
人
間
同
士）

に

も

適
用
さ

れ
、

「

R
本
人
の

罪、

先

祖
の

罪
」

と

い

う
「

連
帯
罪
・

遺
伝
罪
」

が
個
別
に

ク

ロ

ー

ズ

ア

ッ

プ
さ

れ
、

教
義
に

反
日
ナ
シ

ョ

ナ
リ

ズ

ム

が

見
ら
れ
る

よ

う
に

な
っ

て

い

く。

さ
ら

に

「

原
理
講
論
」

の

罪
概
念
に

お

い

て

は

生

理
学
的
な

面
は

関
係
な

い

が

「

血
が

汚
れ

て

い

る．、

血
に

恨
霊

が
入
り
込
む
」

な

ど
血
と

罪
の

連

続

性
が

強
調
さ

れ

て

い

く。

ヤ

チ
ェ

ン

修

行
地
に

お

け
る
カ

リ
ス

マ

の

動
向

　

ー
中
国
四

川
省
の

宗
教
政
策

川
　
田

進

　
ヤ

チ

ェ

ン

修
行
地
（
亜
青
寺）

は
、

一

九
八
五

年
に
四

川
省
甘
孜
チ
ベ

ッ

ト

族
自
治
州
白
玉

県
に

開
設
さ
れ
た

。

四
川
省
成
都
か

ら

約
七

百
八
十

キ

ロ

メ

ー

ト
ル

離
れ
、

海
抜
四
千
二

百
メ

ー

ト
ル

に

位
置
し

て

い

る
。

二

〇

＝

年
現
在、

推
定
で
一

万
五

千
人
を
超
す
修
行
者
と
生

活
者
を

抱
え

て

い

る
。

二

〇

〇

〇

年
以

降
尼
僧
の

数
が
急
増
し

、

現
在
全

体
の

約
七

割

を

占
め

て

い

る
。

修
行
地
は

僧
区
・

尼

僧
区
・

高
僧
区
・

商
業
区
・
一

般

居
住
区
・

管
理

事
務
所
（
公

安
局）

よ

り
構
成
さ

れ
て

お

り
、

二

〇
〇

六

年
以

降
、

一

部
の

区

画
に

電

線
が

引
か
れ

た
。

　
主

宰
者
は
ア

チ
ュ

ウ
・

ラ

マ

（

［

九
二

七

−
二

〇
一
一
）
、

チ

ベ

ッ

ト

仏
教
ニ

ン

マ

派
の

奥

義
を
究
め
た
成
就

者
で

あ
る

。

川
田
は
二

〇
〇
三

年

か
ら

二

〇

＝

年
の

問
に

計
五

回、

ヤ
チ
ェ

ン

に

て

調
査
を
実
施
し
た

。

二

〇
一
一

年
七
月、

ア

チ

ュ

ウ
・

ラ

マ

が
圓

寂
し
た

こ

と

に

よ

り、

ヤ
チ

エ

ン

は

開
設
以

来
最
も
大
き
な
転
機
を

迎
え
た

。

本
報
告
の

目
的
は

修
行

地
の

構
造

及
び

ア

チ

ュ

ウ

圓

寂
後
の

カ

リ
ス

マ

的

支
配
の

動
向
を

検
討

し
、

中
国
四

川
省
の

宗
教
政
策
の

特
質
を

明
ら
か
に

す
る

こ

と
で

あ
る

。

　

ヤ

チ
ェ

ン

に

関
す
る

先
行
研
究
は
、

日
本
で

は
川
田
の

論
文
が
あ
る

。

中
国
を

含
む

外
国
で

は

イ

ン

タ

ー

ネ
ッ

ト
上
に

簡
単
な

紹
介
は

な
さ
れ
て

い

る

が
、

学
術

研
究
は

未
確
認
で

あ
る

。

ヤ

チ
ェ

ン

の

構
造
を

知
る

上
で

重

要
な
研

究
論
文
と

文
献
資
料
を
四

点

示
す

。

一
、

『

増

信
妙
薬
・

救
護
主
・

成
就
自
在
降
陽
龍
朶
加

参．
心

要
略
伝
」

亜

　

青

寺
発
行

、

二

〇

〇

二

年
。

二
、

「

三

信
蓮

敷
妙
月
　
殊
勝
化
身

松
阿

丹
増
略
伝
』

亜

青
寺
発
行

、

発

　

行
年
不
明
（
二

〇
〇

九

年
頃）

。

三、

『

美
佛
慧

訊
』

ア

メ

リ
カ

仏
教

協
会

発
行、

二

〇
〇
一

ー
二

〇

〇
五

　

年
。

四、

川
田
進
「

ヤ

チ
ェ

ン

修
行
地
の

構
造
と

中
国
共
産
党
の

宗
教
政

策
」

　
（
「
大
阪
工

業
大
学
紀
要
人
文
社
会
篇
」

第
五

十
二

巻
第
二

号、
．

一
〇
〇

　
八

年
）

。

　

修
行
地
の

秩
序
を
形
成
し
て

き
た

の

は

ア

チ
ュ

ウ
・

ラ
マ

に
よ

る

カ

リ

ス

マ

的
支

配
（

ウ
ェ

ー

バ

i
）

で

あ
る

。

ア

チ
ュ

ウ

は

高
僧
ロ

ン

サ
ル
・

ニ

ャ

ン

ポ
の

転
生
ラ

マ

で

あ
る

こ

と

か

ら

伝
統

的
支

配
の

要
素
も
持
ち
合

わ
せ

て

い

る

が
、

あ
く
ま
で

も
カ

リ

ス

マ

的
支
配
が
主
で

あ
り、

伝
統
的

支
配
は

従
で

あ
る

。

カ

リ

ス

マ

的
支
配
を
形
成

す
る

要
素
と

し
て
、

読
心

術
な
ど

の

「

呪

術
的
な
力
」

、

ラ

ル

ン

五

明
仏

学
院
院
長
ジ

グ
メ
・

プ
ン

ツ

ォ

か
ら
認

定
さ
れ
た

「

瞑
想

指
導
力
」

が
あ
げ
ら
れ
る

、

ア

チ
ュ

ウ

の

カ
リ

ス

マ

性
を
承

認
し
て

い

る

の

は

チ
ベ

ッ

ト
人
修

行
者
・

在
家
信
徒
及

び
漢
人
僧
尼
・

在
家
信

徒
で

あ
る

。

と

り
わ
け

多
数
の

漢
人
が

承
認
し

て
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